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第１章

業務運営評価のための報告
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Ⅰ はじめに

この報告書は、国土交通省所管独立行政法人の業務実績評価に関する基本方針（平成１４年２

月１日国土交通省独立行政法人評価委員会決定、平成１８年３月９日国土交通省独立行政法人評

価委員会改定）に基づき、独立行政法人海員学校の平成１７年度の業務運営評価のために提出す

る。

なお、上記基本方針を踏まえ、中期計画において中期目標期間における項目の目標が具体的な

数値（目標値）により設定され、かつ、年度計画において当該年度における当該項目の目標が目

標値により設定されている場合とそれ以外の場合について、概ね次の形式で報告する。

＜目標値が設定されている場合＞

中期目標 大項目－中項目―小項目「タイトル ）（ 」

・ ・ ・

（中期計画 大項目－中項目―小項目「タイトル ）」

・ ・ ・

（年度計画における目標値 大項目－中項目―小項目「タイトル ）」

・ ・ ・

① 年度計画における目標値設定の考え方

② 実績値及び取組み

③ 実績値が目標値に達しない場合、その理由及び次年度以降の見通し

④ その他適切な評価を行う上で参考となり得る情報

＜上記以外の場合＞

(中期目標 大項目－中項目―小項目「タイトル ）」

・ ・ ・

(中期計画 大項目－中項目―小項目「タイトル ）」

・ ・ ・

（年度計画 大項目－中項目―小項目「タイトル ）」

・ ・ ・

① 年度計画における目標設定の考え方

② 当該年度における取組み及び次年度以降の見通し

③ その他適切な評価を行う上で参考となり得る情報
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Ⅱ 業務運営に関する報告

１．中期目標の期間

平成１３年４月１日から平成１８年３月３１日までの５年間

２．業務運営の効率化に関する事項

（中期目標 ２－（１ 「組織運営の効率化の推進 ）） 」

効率的な組織運営を推進するため、全国８校に分散している各校の運営について、本部による

一括管理を行い、事務局機能の集約化を図る。

（中期計画 １－（１ 「組織運営の効率化の推進 ）） 」

全国８校に分散している各校の運営について、静岡県に本部を設置し一括管理体制を執り、業

務を集約し効率化を図る。

（年度計画 １－（１ 「組織運営の効率化の推進 ）） 」

無料船員職業紹介事業を開始し、本部機能を活用した就職求人活動の一元化を図る

とともに、就職情報システムを立ち上げ、組織業務の効率化を促進する。

① 年度計画における目標設定の考え方

就職指導体制を強化するため無料船員職業紹介事業を開始し、本部機能を活用した就職求人活

動の一元化を図るとともに、ＨＰを利用した就職情報システムを立ち上げ、組織業務の効率化を

促進するものとして設定した。

② 当該年度における取組み及び次年度以降の見通し

○ 取組み

無料船員職業紹介所を開設し、本部機能を活用した求人就職活動の一元化を図る

活動を行った。

本部教務部を本所とし、各校を支所として運用を開始、４月に船員職業紹介所の

開設を知らせるパンフレットを作成し、全国の海事関連企業２，８２３社に求人依

頼とともに発送した。また、本部のＨＰを改良し、求人票フォームを掲載するとと

もに、企業からは、インターネット上で電子メールの添付ファイルとして求人票を

本所に送信できるようにし、５１の企業からインターネットを通じて求人の申し込

みがあった。

企業からの求人票があった場合、これまでＦＡＸ等によって各校に周知していた

が、今回の改良により、各校はパスワード等を入力、ＨＰから求人状況を確認でき

る体制とした。

③ その他適切な評価を行う上で参考となり得る情報
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（中期目標 ２－（２ 「人材の活用の推進 ）） 」

教育実施のため必要な役職員を確保するとともに、海事関連行政機関、民間機関あ

るいは他の船員教育機関等の知見を活用し、組織の一層の活性化を図るため、これら

の機関との人事交流を推進する。

（中期計画 １－（２ 「人材の活用の推進 ）） 」

教育実施のため必要な役職員を確保するとともに、海運企業、海事関連行政機関及

び他の船員教育機関の知見を活用し、組織の一層の活性化を図るため、これら機関等

と４０名以上の人事交流を図る。

（年度計画 １－（２ 「人材の活用の推進 ）） 」

組織の一層の活性化を図るため、海技大学校及び航海訓練所との相互人事交流を継

続する。

また、年度中に海事関連行政機関、他の船員養成機関及び海事関連企業等と１０名

以上の人事交流を行い、引き続き組織の活性化を促進する。

① 年度計画における目標値設定の考え方

現中期計画では４０名以上の人事交流を行うこととしており、過去の実績を考慮し

て平成１７年度は１０名以上を目標値として設定した。

② 実績値及び取組み

８名実施

○ 取組み

組織の活性化を促進するため、海事関連行政機関、海技大学校及び航海訓練所等他の船員養

成機関、海事関連企業等と１１名の人事交流を行った。

【 】資料１ 人事交流状況

③ 実績値が目標値に達しない場合、その理由及び次年度以降の見通し

④ その他適切な評価を行う上で参考となり得る情報

各年度の実績値は、次のとおりである。

年 度 １３ １４ １５ １６ １７ 合 計

実績値 ５ ８ １０ ８ １１ ４２
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（中期目標 ２－（３ 「業務運営の効率化の推進 ）） 」

船員の教育の効果的かつ効率的な実施を図るため、技術の発展に伴う教育機材等の

計画的な整備を行うとともに、教育施設の効率的な運用により、その稼働率の向上を

図る。

また、施設管理業務等の外部委託化を含めた業務運営の効率化を図るとともに、一

般管理費（人件費、公租公課等の所要額計上を必要とする経費を除く ）について、。

中期目標期間中に見込まれる当該経費総額（初年度の当該経費相当分に５を乗じた

額 ）を２％程度抑制する。。

（中期計画 １－（３ 「業務運営の効率化の推進 ）） 」

( ) 教育機材等の有効利用の促進a

実習授業方法を再検討し、教育機材等の計画的な整備を図るとともに、実践教

育の一層の充実を図ることにより、主要教育機材の稼働率を５％向上させる。

（年度計画 １－（３ 「業務運営の効率化の推進 ）） 」

( ) 教育機材等の有効利用の促進a

即戦力教育の充実に務めることとし、機関シミュレータ装置の稼働率を５％向

上させる。

① 年度計画における目標値設定の考え方

実習授業方法を再検討し、パソコン、レーダ・ＡＲＰＡ・シミュレータ装置、校内

練習船、自動制御実験装置等の主要教育機材を計画的に有効利用することとし、平成

１７年度は、機関シミュレータの稼働率を５％向上させることとして設定した。

② 実績値及び取組み

全校平均で２１．１％向上

○ 取組み

年度当初に年間の実施計画を立て、海上実習だけでなく、航機実技等の科目にお

いても活用を図ることにより、稼働率の向上を目指した。

また、単に稼働率の向上を図るだけでなく、教科書だけでは理解できにくい部分

の補助教材や機関英語の学習のために機関シミュレータを活用し、生徒・学生の理

解度を深め、学習に対する意欲の向上を目指して取り組んだ。

【資料２ 機関シミュレータの稼働率】

③ 実績値が目標に達しない場合、その理由及び次年度以降の見通し



- 6 -

④ その他適切な評価を行う上で参考となり得る情報

各年度の稼働率は、次のとおりである。

年 度 １３ １４ １５ １６ １７

105.1% 139.1% 164.3% 111.9% 121.1%稼働率
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（中期目標 ２－（３ 「業務運営の効率化の推進 ）） 」

同上

（中期計画 １－（３ 「業務運営の効率化の推進 ）） 」

( ) 業務の外部委託の検討b
① 施設管理業務の外部委託を図る。

② 賄業務について、外部委託化を含めた業務運営の効率化を図る。

(c) 一般管理費（人件費、公租公課等の所要額計上を必要とする経費を除く ）に。

ついて、中期目標期間中に見込まれる当該経費総額（初年度の当該経費相当分に

５を乗じた額 ）を２％程度抑制する。。

（年度計画 １－（３ 「業務運営の効率化の推進 ）） 」

( ) 業務の外部委託の検討b
本科校の賄業務について、地域性及び費用対効果等を勘案し、１８年度以降の

実施へ向け、外部委託化を含めた業務運営の効率化を検討する。

(c) 一般管理費（人件費、公租公課等所要額計上を必要とする経費を除く ）につ。

いて、中期目標期間中に見込まれる当該経費総額の抑制に努める。

① 年度計画における目標設定の考え方

( ) 業務の外部委託の検討b
専修科の賄業務外部委託化に加え、更に本科校についても、地域性、費用対効

果等を勘案しつつ検討することを目標とした。

(c) 一般管理費（人件費、公租公課等所要額計上を必要とする経費を除く ）につ。

いて、中期目標の目標値を達成するために、光熱水料、通信費の抑制を継続する

ものとして設定した。

② 当該年度における取組み及び中期目標達成に向けた次年度以降の見通し

(b) 業務の外部委託の検討

○ 取組み

本科校における外部委託化については、業者の有無、費用対効果等具体的な検

討を行った結果、口之津校において平成１８年度から賄業務の外部委託化を実施

することとした。

○ 次年度以降の見通し

他の本科校については、地域性、費用対効果等を勘案しつつ、外部委託化を含

めた業務運営の効率化を継続して検討する。

(c) 光熱水料２．９％増加、通信費７．６％抑制

○ 取組み

中期計画の目標値を達成するため、光熱水料、通信費の抑制を継続して実施し

た。全校挙げて取り組んだが、口之津校において新たに下水料金の支払が始まっ

たこともあり、海員学校全体では光熱水料が前年比２．９％の増加、通信費が前

． 。 、 。年比７ ６％の抑制となった 支払額は 全体で前年より約４５万円増えている

【 】資料３ 光熱水料・通信費の抑制実績額
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③ その他適切な評価を行う上で参考となり得る情報

施設管理業務については、生徒・学生不在時の庁舎管理業務の外部委託化を継続し

て推進した。

業務委託により、約１８９万円の費用が抑制された。

【資料４ 施設管理業務の外部委託】

各年度の一般管理費の抑制は、次のとおりである。

年 度 １３ １４ １５ １６ １７

－ △1.5% △3.1% △5.6% △14.8%対予算比
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３．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

（中期目標 ３－(1) 「海員の養成のための教育の実施 ）」

独立行政法人海員学校法第１０条第１号に基づき、海員の養成のための教育を実施

する。

教育の実施に際しては、広く優秀な学生・生徒を確保することに努め、機器の自動

化や情報技術等の船舶の技術革新、実務教育の充実による一層の即戦力化等船員に求

められる技術、資質等の変化に対応した教育課程を設定し、これに基づき、学生、生

徒の理解度の向上及び満足度の向上を図るとともに、司ちゅう・事務科、本科及び専

修科について、適正な養成数に基づく再編を図る。

加えて研修等の実施による職員の質の向上を図り、より効果的な船員教育を目指す。

さらに教育に関する自己評価体制を構築し、効果的な教育への反映を図る。

（中期計画 ２－(1) 「海員の養成のための教育の実施 ）」

我が国の産業基幹物資の輸送を支える内航海運へ、安定的に海員を供給している海

員学校の使命と実績を踏まえ、本科及び司ちゅう・事務科の養成定員の一部を専修科

へ移行し、適正な養成数を反映した再編を図る等、一層の教育の質の向上を図ること

とする。

（中期計画 ２－(1)－（ａ） 「専修科教育 ）」

① 船舶の技術革新や海運業界のニーズに的確に対応し得る教育内容の改訂を適宜

行うとともに、学生の授業への選択肢を拡げ学習意欲を増進させるため、単位制

度の導入を図る。

② 学生の理解度及び満足度の向上など授業内容を活性化させるとともに、自己評

価体制の構築に向けて学生による授業評価制度を導入し、同評価を各学期１回実

施する。

④ 即戦力となる海員を養成するとともに、内航船員としての定着率を向上させる

ために、内航船を利用したインターンシップ制度（研修制度）の導入を検討する。

⑦ 内航船の就業実態に即した実践教育として、船内供食及び栄養管理に関する授

業の導入を検討する。

（年度計画 ２－(1)－（ａ 「専修科教育 ）） 」

① 船舶の技術革新や海運業界のニーズ、殊に即戦力化に対応するため、一昨年度

に改善した単位制度を検証し、学生の資質・適性に対応できる選択科目の充実を

図ることなど、さらなる単位制度の改善について検討する。

② 授業評価体制を活用し、評価結果を授業方法の改善に反映させる。

また、各校毎に定期的な研究授業を実施し、効果的な座学授業の進め方の改善

に努める。

④ 内航船を利用した乗船体験実習を継続する。

インターンシップ課程について、同課程の実施状況を検証し、必要な改善を検

討する。
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⑦ 内航船の就業実態に即した実践教育として、船内供食及び栄養管理に関する授

業を継続する。

① 年度計画における目標設定の考え方

① 船舶の技術革新や海運業界のニーズ、殊に即戦力に対応するため、一昨年度に

導入した単位制度を検証し、学生の資質・適性に対応できる選択科目の充実等、

教育の質と内容の更なる充実を検討するものとして設定した。

② 教育業務の自己評価体制の一環として平成１５年度に確立した授業評価体制を

活用し授業方法の改善に反映させるるとともに、定期的に研究授業を実施し、他

の教官の視点を導入することにより、効果的な座学授業の進め方の改善を図るも

のとして設定した。

④ 学生の学習意欲を喚起し即戦力を強化するため、夏季休暇中等に内航船を利用

。 、 、した乗船体験実習を継続して実施する また インターンシップ課程については

受入船社と意見交換会を実施する等同課程の実施状況を検証し、必要な改善を検

討するものとして設定した。

⑦ 内航船の一部において甲板部又は機関部乗組員により調理作業が行われている

就業実態を踏まえて、船内供食及び栄養管理に関する授業を継続するものとして

設定した。

② 当該年度における取組み及び中期目標達成に向けた次年度以降の見通し

専修科教育

専修科は、高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者又はこれと同等以上の学力

、 。があると認められる者に対し 海員となるに必要な専門教育と職業指導を行っている

修業期間は２年間であり、学校における座学１年３月及び航海訓練所練習船による乗

船実習９月から構成されている。

その課程は、船舶職員及び小型船舶操縦者法（昭和２６年法律第１４９号）に規定

された四級海技士（航海及び機関）に係る船舶職員養成施設の要件並びに免許取得に

必要な免許講習及び乗船履歴に関する全ての要件を満足している。卒業時には四級海

技士の航海及び機関双方の海技従事者国家試験が同時に受験・取得できる我が国唯一

（本科を除く ）の船舶職員養成施設である。。

専修科の課程は、静岡市と今治市に所在する二つの海上技術短期大学校に置き、入

学定員は清水校１１０名、波方校９０名、総入学定員は２００名である。

平成１７年度の募集活動により、定員の１．１倍の２２７名の応募があり、１７５

名が入学した。また、卒業者（平成１６年度入学（１６９名 ）は１４９名であった。）

海員学校内部評価委員会は、海員学校内部評価実施要領の基づき、各学校及び専修

科の評価を行った結果、中期計画の達成に向けて適正かつ確実に実施しており、専修

科教育の運営は順調であった。

【資料５－１ 海員学校内部評価実施要領】

【資料５－２ 内部評価のための報告書】
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①

○ 取組み

専修科においては、平成１５年度に単位制度を改善し現在に至っているが、これ

は学生が教室外での予習・復習の重要性を十分認識させ、自発的に学習に取り組む

姿勢を醸成するとともに、自習時間を有効に活用する習慣を身につけさせること、

学生の関心や志向に応じた選択科目を増設し、より高度な内容や発展的な内容を展

開、教授することにある。

学生による授業アンケートにより、単位制度を検証した結果からも明らかなよう

に、選択科目の履修については、学生から高い評価を得ている。さらに、学生も意

欲的に取り組んでおり、上級国家試験への意欲を高める等、学生の向学心を一層向

上することとなっている。

専修科課程については、計測制御の教科書を変更し、学習指導要領を見直した。

また、本格的な調理教育導入に向け、現行カリキュラムの再点検を行った。

【資料６ 単位制度の成果について】

○ 次年度以降の見通し

次年度以降、船舶の技術革新や海運業界のニーズに的確に対応するため、学生の

資質・適性に対応できる選択科目の充実を図ることなど、教育内容の改定や精選に

ついて継続して検討する。

② 各学期に１回実施

○ 取組み

ア．授業評価の実施

学生の授業に対する理解度、満足度の向上を図り授業内容を活性化させるため、

授業評価アンケート実施要領に基づき、１学年は前後期に各１回、２学年は、これ

までの海員学校における学習の総合評価として後期に１回実施した。

実施にあたっては、教務課で調査期間を定め、座学授業については担当教官の受

け持ち科目から最低１科目を選び実施した。

調査結果は、各教官が集計し自己分析と考察を校長に報告、教材の活用方法、授

業の進め方等を見直し、授業に反映させた。

、 、さらに学生による授業アンケートに加え 他の教官の視点を導入することにより

自己の授業の改善を図るため、研究授業及び授業研究会を実施した。

イ．成果

・アンケート調査の結果、前期に比べ、ほとんどの項目において評定平均値が上昇

している。また、満足度についても上昇しており。各教官の授業への取組みの改

善策が成果をあげている。また、前年度のアンケート結果も新年度の授業に反映

されている。
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・学生の授業に対する素直な意見を把握し、教官が学生の理解度を向上させるため

の取り組みをする動機付けになり、さらには授業の活性化が図られた。

・研究授業及び授業研究会を実施し、効果的な座学授業の進め方の改善に努めた。

・学生も教官の熱意、努力にについて高い評価を与えており、授業に取り組む姿勢

に積極性が出てきている。

【資料７－１ 学生による授業評価アンケート実施要領】

【資料７－２ 平成１７年度授業アンケート調査結果について（波方校 】）

④

○ 取組み

ア．乗船体験制度の実施

学生の学習意欲を喚起し即戦力の強化に資することを目的として、日本内航海運

組合総連合会及び内航船社の協力の下、夏季休暇中に内航船への乗船体験を行い、

４５名の学生が参加した。

多数の学生が内航船による貴重な実体験ができ、学校における就職指導や即戦力

の強化等においても十分な成果をあげることができた。学生にとっても内航船の実

態を把握し、就職動機の明確化に効果を果たした。

一方、瀬戸内海における海上交通安全法の航路の通航や連続した航海を乗船体験

することにより、学生の学習意欲を喚起するとともに、即戦力の強化に資すること

を目的とした海技大学校の練習船による５日間の乗船体験を実施し、２３名の学生

が参加した。

【資料１０ 平成１７年度内航船乗船体験実績報告書】

【資料１１－１ 体験乗船実施要領（海大 】）

【資料１１－２ 平成１７年度海技丸「体験乗船実習」実績報告】

イ．インターンシップ制度

専修科については、平成１７年度に２名がインターンシップ課程に進学した。

各船終了後に本人からのアンケート調査を実施、さらに航海訓練所及び受入船社

との意見交換会を実施した。また、インターンシップ課程に進む学生及び受け入れ

船社が少ないこと等今後の課題を整理し、同制度の改善に向けて検討を行った

【資料１２ 平成１７年度インターンシップ課程実績報告書】

○ 次年度以降の見通し

ア．乗船体験制度

今後も継続して実施する。

イ．インターンシップ課程

平成１７年度における同課程の実施状況を検証し、必要な改善策を検討する。
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⑦

○ 取組み

ア．調理教育の実施

内航船の就業実態に即した実践教育として、各学校が会場や講師の選任、実習内

容、経費の負担、講義内容等を各学校の環境に応じて定め、調理実習に加え、船内

供食及び栄養管理に関する講義を継続して実施した。

イ．成果

学生も高い関心を示し、熱心に取組み、船内の調理作業について学生から一定の

理解を得られた。また、講師からは調理の基礎技術が習得でき、昨年以上の成果上

げているという評価を得ている。

】【資料１３ 平成１７年度調理教育の実施状況

○ 次年度以降の見通し

授業内容の充実を図りながら、今後も継続して実施する。

③その他適切な評価を行う上で参考となり得る情報

授業評価アンケートは、毎年度各学期に１回実施している。
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（中期目標 ３－(1) 「海員の養成のための教育の実施 ）」

同上

（中期計画 ２－(1)－（ａ） 「専修科教育 ）」

③ 本科及び司ちゅう・事務科の養成定員の一部を専修科へ移行し、養成定員増を

図るとともに、内航業界のニーズを勘案し、即戦力ある船員養成のための実践教

育の充実を図る。

（年度計画 ２－(1)－（ａ 「専修科教育 ）） 」

③ 専修科拡充策として、清水校において２０名、波方校において１０名の定員の

増加を図るとともに、内航業界のニーズを勘案し、内海航路の体験乗船等即戦力

ある船員養成のための実践教育の充実を図る。

① 年度計画における目標設定の考え方

③ 現状の施設及び教職員の配置に配慮して、平成１７年度の入学試験から専修科

の定員を２００名とするとともに、内航業界のニーズを勘案し、内海航路の体験

乗船や機関シミュレータ装置の活用により、即戦力ある船員養成のための実践教

育の充実を図るものとして設定した。

② 当該年度における取組み及び中期目標達成に向けた次年度以降の見通し

③

○ 取組み

ア．専修科の拡充

専修科の拡充については、現状の施設及び教職員の配置に配慮しつつ検討した

結果、平成１７年度の専修科の定員を２００名とした。

イ．海技大学校練習船による乗船体験の実施

瀬戸内海における海上交通安全法の航路の通航や連続した航海を体験学習する

ことにより、学生の学習意欲を喚起するとともに、即戦力の強化に資することを

目的として５日間の乗船体験を実施し、２３名の学生が参加した。

ウ．機関シミュレータ装置の活用

年度当初に年間の実施計画を立て、海上実習だけでなく、航機実技等の科目に

おいても活用を図った。

機関実技でのシミュレーター訓練プログラムに基づく活用のほか、即戦力の充

実を図るため、将来機関部の仕事に関わる希望学生が多く受講する機関実技演習

でも機関シミュレーターを取り入れることにより、稼働率の向上ばかりでなく、

学生の理解度を深め、学習に対する意欲の向上を目指して取り組んだ。
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○ 次年度以降の見通し

次年度以降についても、専修科の拡充については、内航業界のニーズを勘案しな

がら、本科再編とあわせて継続して検討を行う。

③その他適切な評価を行う上で参考となり得る情報
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（中期目標 ３－(1) 「海員の養成のための教育の実施 ）」

同上

（中期計画 ２－(1)－（ａ 「専修科教育 ）） 」

⑤ 補講等の自主講座を充実させることにより、海技従事者国家試験（四級海技士

（航海及び機関 ）の合格率を８５％以上とするよう努める。）

（年度計画 ２－(1)－（ａ 「専修科教育 ）） 」

⑤ 補講等の自主講座を充実させることにより、海技従事者国家試験（四級海技士

（航海及び機関 ）の合格率を８５％以上とするよう努める。）

① 年度計画における目標値設定の考え方

、 、⑤ 中期計画の目標値を達成するため 補講等の自主講座を充実させることにより

国家試験の合格率８５％以上を維持するものとして設定した。

② 実績値及び取組み

⑤ 四級海技士（航海及び機関）の合格率 ９７．３ ％

、 （ ） ． 、 （ ） ．種目別の合格率は 四級海技士 航海 が９９ ３％ 四級海技士 機関 ９８

０％であり、 四級海技士（航海）又は（機関）１以上合格した者は１００．０％

であった。

学校別の合格率は次のとおりである。

学 校 四級海技士 四級海技士 四級海技士 四級海技士

（航海及び機関） （航海）のみ （機関）のみ (航海)又は(機関)

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%清 水

94.4% 98.6% 95.8% 100.0%波 方

97.3% 99.3% 98.0% 100.0%専修科

【資料１４ 国家試験受験実績】

○ 取組み

・標準問題集を作成し学生に配布するとともに、通常のカリキュラムと平行して口

述試験対策を実施、希望者に対しては、放課後を利用し補講を実施した。

・口述試験の雰囲気に慣れさせるため、希望者に対し、模擬口述試験を実施し実力

の向上に努めた。

・卒業後の口述試験期間に寮での宿泊を可能にし、より良い学習環境を提供すると

ともに、給食を実施し、受験の便宜を図った。

・口述試験問題の研究を行うとともに、問題集の追補を行い、より充実を図った。
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③ 実績値が目標に達しない場合、その理由及び次年度以降の見通し

④ その他適切な評価を行う上で参考となり得る情報

各年度別の合格率は、次のとおりである。

年 度 １３ １４ １５ １６ １７

92.0% 93.2% 91.1% 95.0% 97.3%合格率
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（中期目標 ３－(1) 「海員の養成のための教育の実施 ）」

同上

（中期計画 ２－(1)－（ａ 「専修科教育 ）） 」

⑥ 就職指導を強化することにより、海事関連企業への就職率（就職者数／卒業者

数）を９０％以上とするよう努める。

（年度計画 ２－(1)－（ａ 「専修科教育 ）） 」

⑥ 海事関連企業への訪問等就職指導を強化する。さらに無料船員職業紹介事業を

開始し、海事関連企業への就職率（就職者数／卒業者数）を９０％以上とするよ

う努める。

① 年度計画における目標値設定の考え方

⑥ 海事関連企業への訪問等就職指導を強化する。さらに無料船員職業紹介事業を

開始し、中期計画の目標値を達成するため、海事関連企業への就職率を９０％以

上とするものとして設定した。

② 実績値及び取組み

⑥ 海事関連企業（船員）への就職率 ８８．６ ％

平成１７年度の専修科卒業者１４９名のうち１４２名が就職を希望し、１３２名

（８８．６％）が海事関連企業（船員）に、１名が陸上企業に就職した。年度内に

就職に至らなかった者が９名いるが、平成１８年度においても、引き続き求人・就

職活動を行うものである。

学校別の海事関連企業への就職率等は、次のとおりである。

学 校 卒業者 就職希望 海事関連企 陸上企業 就職者の 就 職 未 定 海事関連企

者 業就職者 就職者 合計 者 業就職率

78(5) 74(5) 65(4) 0 65(4) 9(1) 83.3 %清 水

71(4) 68(3) 67(3) 1 67(3) 0(0) 94.4 %波 方

149(9) 142(8) 132(7) 1 133(7) 9(1) 88.6 %合 計

（）内は女子で内数

【資料１５－１ 平成１７年度求人・就職状況（専修科 】）

○ 取組み

・無料船員職業紹介所を開設し、本部教務部を本所とし、各校を支所として運用を

開始した。

・４月に船員職業紹介所の開設を知らせるパンフレットを作成し、全国の海事関連

企業２，８２３社に求人依頼とともに発送した。また、本部のＨＰを改良し、求



- 19 -

人票フォームを掲載するとともに、企業からは、インターネット上で電子メール

の添付ファイルとして求人票を本所に送信できるようにした。

・企業からの求人票があった場合、これまでＦＡＸ等によって各校に周知していた

が、今回の改良により、各校はパスワード等を入力、ＨＰから求人状況を確認で

きる体制とした。

・職員の会社訪問実施とともに、会社の採用担当者に学校の教育の特徴や学生の意

欲を文書によってＰＲした。更に、学生の積極的な会社訪問の実施と学校のバッ

クアップ体制の強化を図る等、年間を通じて求職活動及び就職指導に積極的に取

り組んだ。

ア．企業等に対する取組み

ａ．会社訪問の実施 ７回 延べ８３社

年度当初に求職活動方針を明確にし、年間を通じて継続した活動を行った。ま

た、会社訪問の際には、学校や学生をよりアピールするための資料ファイルを持

参した。更に、本部においても、４回延べ３６社の会社訪問を実施した。

ｂ．求人依頼の発送 延べ２，９２１社

今年度は、船員職業紹介所が開設され、本部教務部が全国の海事関連企業２，

８２３社に求人依頼を発送している。学校発送の求人依頼文書には、学校の教育

状況や指導方針、学生の職業意識などをアピールする資料を添えることで効果を

期待した。

ｃ．会社説明会等の実施 ６回

各学校において、学生を対象とした会社説明会や海事関連団体等と職員との就

職に関する懇談会を実施した。

イ．学生に対する取組み

ａ．学生の就職意識向上のための取り組み

・練習船転船時に航海訓練所練習船を訪問し、実習中の学生への就職指導を行っ

た。

・就職閲覧室を設置し、過去の就職先リストを公開するとともに、インターネッ

トを設置し、スピーディな会社求人情報の把握と官公庁関係の情報収集に役立

てた。

・内航船社から講師を招き、内航海運業界の実情を聞くことにより、就職に対す

る心構えを高めた。

・各クラス担任による個別面談を適宜実施し、就職指導を行った。また、希望者

に対して個人面接指導を実施した。

・就職の決まった２年生に、１年生への就職活動のアドバイスをするよう指導し

た。
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・今年度から始まった船員就業フェアに積極的に参加するよう指導した。

ｂ．就職ガイダンス冊子による指導

１年次に就職希望調査を実施するとともに、会社訪問や電話連絡、面接方法、

履歴書等就職関係文書の書き方等を指導した。

ｃ．乗船体験の実施

夏季休暇中に４５名の学生が、３３社３９隻の内航船による乗船体験に参加し

た。学生にとっては、内航船の実態を把握し、就職意欲の向上と就職先の決定に

効果を果たした。

③ 実績値が目標に達しない場合、その理由及び次年度以降の見通し

⑥

○ 理由

今年度は、積極的な就職活動に加えて船員法の改正、団塊世代の退職という社会

情勢の変化により、海事関連企業からの２校に対する実質求人数は、十分確保でき

たにもかかわらず、結果的に目標の達成に至らなかった

目標が達成できなかった理由として、学生は、就職指導や船員就業フェアへの参

加、会社訪問等により、情報収集力は上がっているが、分析して判断・決断する力

が弱い傾向にあり、船員を志望しながらも就職未定となった者が複数出たことによ

ることが大きな理由である。

○ 次年度以降の見通し

今後は、海上輸送の重要性や船員の業務・役割・魅力などを学生に十分伝達し、

就職指導を更に強化することで目標を達成したい。

なお、就職未定者９名のうち８名は、船員職を希望しており、今後もできる限り

。学生の希望に添った進路が決定できるよう継続して就職指導を行うこととしている

④ その他適切な評価を行う上で参考となり得る情報

○ 平成１７年度卒業者の就職状況（参考値）

平成１７年度卒業生のうち就職未定だった９名について、卒業後も引き続き就職

指導を行ったことにより、５名が海事関連企業に就職することができ、この結果、

海事関連企業への就職率は９１．９％となっている。

平成１７年度卒業者数 １４９(9)

就職希望者数 １４２(8)

平成17.3.31現在の就職者数 海事関連 １３２(7) 陸上１(0) 計１３３(7)

同 就職未定者数 ９(1)

就職未定者のうち、18.5.31までに就職した者 海事関連 ５(0)

海事関連企業への就職者数の累計 １３７(7)
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○ 平成１６年度卒業生の就職状況等

海事関連企業への（船員）への就職率 ９３．２％（前年度末８８．３％）

平成１６年度卒業時の就職未定者１０名について、平成１７年度も引き続き就職

、 。 、指導を行ったことにより ８名が海事関連企業に就職することができた この結果

海事関連企業への就職率は９３．２％となり、１６年度末比４．９％向上した。

○ 前年度卒業者の就職状況

各年度の卒業者で就職未定者について、次年度も引き続き就職指導を行ったこと

により、最終的な海事関連企業への就職率は、次のとおりである。

年 度 １３ １４ １５ １６ １７

84.7% 85.0% 90.4% 93.2% 91.9%就職率

※ 平成１７年度は、平成１８年５月３１日現在の数値である。
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（中期目標 ３－(1) 「海員の養成のための教育の実施」）

同上

（中期計画 ２－(1)－（ｂ） 「本科教育 ）」

① 船舶の技術革新や海運業界のニーズに的確に対応した教育内容の精選を図る。

② 生徒の理解度及び満足度の向上など授業内容を活性化させるとともに、自己評

価体制の構築に向けて生徒による授業評価制度を導入し、同評価を各学期１回実

施する。

④ 即戦力となる海員を養成するとともに、内航船員としての定着率を向上させる

、 （ ） 。ために 内航船を利用したインターンシップ制度 研修制度 の導入を検討する

⑦ 内航船の就業実態に即した実践教育として、船内供食及び栄養管理に関する授

業の導入を検討する。

（年度計画 ２－(1)－（ｂ） 「本科教育 ）」

① 教科書改訂を継続するとともに、海運業界のニーズに対応し、調理教育の充実

を図るため、普通科目の内容等について見直しを行う。

② 授業評価体制を活用し、評価結果を授業方法の改善に反映させる。

また、各校毎に定期的な研究授業を実施し、効果的な座学授業の進め方の改善

に努める。

④ 内航船を利用した乗船体験実習を継続する。

インターンシップ課程について、同課程の実施状況を検証し、必要な改善を検

討する。

⑦ 内航船の就業実態に即した実践教育として、船内供食及び栄養管理に関する授

業を継続する。

① 年度計画における目標設定の考え方

① 教科書改訂を継続するとともに、海運業界のニーズに対応し、調理教育の充実

、 。を図るため 普通科目の内容等について見直しの検討を行うものとして設定した

② 教育業務の自己評価体制の一環として平成１５年度に確立した授業評価体制を

活用し授業方法の改善に反映させるるとともに、定期的に研究授業を実施し、他

の教官の視点を導入することにより、効果的な座学授業の進め方の改善を図るも

のとして設定した。

④ 生徒の学習意欲を喚起し即戦力を強化するため、夏季休暇中等に内航船を利用

。 、 、した乗船体験実習を継続して実施する また インターンシップ課程については

同課程の実施状況を検証し、必要な改善を検討するものとして設定した。

⑦ 内航船の一部において甲板部又は機関部乗組員により調理作業が行われている

就業実態を踏まえて、船内供食及び栄養管理に関する授業を継続するものとして

設定した。
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② 当該年度における取組み及び中期目標達成に向けた次年度以降の見通し

本科教育

本科は、中学校を卒業した者若しくは中等学校の前期課程を修了した者又はこれと

同等以上の学力があると認められる者に対し、海員となるに必要な高等普通教育及び

専門教育と職業指導を行っている。修業期間は３年間であり、学校における座学２年

９月及び航海訓練所練習船による乗船実習３月から構成されている。また、本科卒業

後、希望者に対し６月の航海訓練所練習船による乗船実習を行う乗船実習科を設置し

ている。

これらの課程は、船舶職員及び小型船舶操縦者法（昭和２６年法律第１４９号）に

規定された四級海技士（航海及び機関）に係る船舶職員養成施設の要件並びに免許取

得に必要な免許講習及び乗船履歴に関する全ての要件を満足している。乗船実習科修

了時には四級海技士の航海及び機関双方の海技従事者国家試験を同時に受験・取得で

きる我が国唯一（専修科を除く ）の船舶職員養成施設である。。

本科の課程は、伝統的な船員供給地となっている小樽市、宮古市、館山市、唐津市

及び長崎県口之津町に所在する五つの海上技術学校に置き、各校の入学定員は４０名

（小樽及び口之津は３０名 、総入学定員は１８０名である。）

平成１７年度の募集活動においては、総入学定員１８０名に対し２．３倍を超す４

２１名の応募があり、１９０名の入学者を確保した。また、卒業者（平成１５年度入

学（１９９名 ）は１７２名であった。）

海員学校内部評価委員会は、海員学校内部評価実施要領に基づき各学校及び本科の

評価を行った結果、中期計画の達成に向けて適正かつ確実に実施しており、本科教育

の運営は順調であった。

【資料５－１ 海員学校内部評価実施要領】

【資料５－２ 内部評価のための報告書】

①

○ 取組み

海洋気象、機械工作、航海実技、訓練・救命、訓練・消火、船舶概要の各教科書

の改訂に着手した。

本科課程については、電気電子工学及び計測制御の教科書を変更し、学習指導要

領の見直しを行った。

また、本格的な調理教育導入に向け、普通科目の見直しを検討、調理教育は、特

別教育活動の中で実施することとした。

○ 次年度以降の見通し

次年度以降は、船舶の技術革新や海運業界のニーズに的確に対応するため、教科

書改訂を継続するとともに、船内供食及び栄養管理に関する授業内容の充実を図り

ながら、今後も継続して実施する。
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② 各学期に１回実施

○ 取組み

ア．授業評価の実施

生徒の授業に対する理解度、満足度の向上を図り、その結果を授業内容の改善に

反映させるため 「生徒による授業評価アンケート実施要領」に基づき、毎学期に、

１回の授業アンケートを実施した。

さらに、生徒による授業アンケートに加え、他の教官の視点を導入することによ

り、自己の授業の改善を図るため、研究授業及び授業研究会を毎学期１回実施し、

授業技術の向上を目指す取組みを行う体制を構築した。

調査結果は、各教官が授業アンケートに関する考察としてまとめ、評価が高かっ

た点、評価が低かった点、改善を要すると思われる点等を整理し、具体的な改善方

法を校長に示すとともに、教材の活用方法、授業の進め方、説明の仕方、板書の方

法等に反映させて授業に取り組んだ。

また、学校生活・寮生活の改善に役立てるため、寮生活アンケートを実施した。

イ．成果

生徒からの素直な声と研究授業及び授業研究会の実施により、教官の授業に対す

る取組みにおいて、授業の活性化を図る姿勢が顕著になった。特に、研究授業は、

教官独自の創意工夫された授業を見学することにより、自身の授業展開の改善につ

ながる点も多く、また、研究授業後に行われる授業研究会では、他の教官からの様

々なアドバイスがあり、意義のあるものとなった。

また、寮生活アンケートは、結果を集計することにより、校長は生活環境や指導

体制の改善・充実に向けた適切な指示をするものとした。アンケート結果から生徒

個々が寮生活の意義を十分に理解し、その効果を認めており、今後社会人として役

立つことも理解していることが良く分かった。

【資料８－１ 生徒による授業評価アンケート実施要領】

【資料８－２ 平成１７年度授業アンケート結果に関する報告書（館山校 】）

【資料９－１ 寮生活アンケート実施要領】

【資料９－２ 平成１７年度寮生活アンケートの結果について（館山校 】）
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④

○ 取組み

ア．乗船体験制度の実施

生徒の学習意欲を喚起し即戦力の強化に資することを目的として、日本内航海運

、 、組合総連合会及び内航船社の協力を得て 夏季休暇中に内航船への乗船体験を行い

１９名が参加することができた。

多数の生徒が内航船による貴重な実体験ができ、学校における就職指導や即戦力

の強化等において十分な成果をあげることができた。また、この体験を通じて内航

船の船内環境、仕事の内容等を肌で感じることができ、将来内航船員として働く意

欲も向上した。

受入船社の生徒の乗船態度に対する評価も好評で、乗船体験を通じて就職が内定

した者もいた。

【 】資料１０ 平成１７年度内航船乗船体験実績報告書

イ．インターンシップ制度

生徒の学習意欲の喚起、就職後の職場への適応力・定着率の向上及び実践的な人

材の育成等の面において大きな成果が期待されるものとして推進されている状況を

踏まえ、海員学校においても、本科乗船実習科を修了し、四級海技士（航海及び機

関）の資格取得見込みの者を対象に産学連携による内航船を利用したインターンシ

ップ課程を平成１５年１０月から導入した。

３年生及び保護者に周知を図るとともに、会社に対しても求人票やＨＰにインタ

ーンシップ制度を記載し周知を図ったが、残念ながら昨年度に引き続き、企業から

のインターンシップ制度を利用した求人がなく、本科から進学者がなかった。

○ 次年度以降の見通し

ア．乗船体験制度

次年度以降も継続して実施する。

イ．インターンシップ課程

専修科における同課程の実施状況を検証し、必要な改善を検討する。

⑦

○ 取組み

ア．調理教育の実施

内航船の就業実態に即した実践教育として、各学校が会場や講師の選任、実習及

び講義内容、経費の負担等を各学校の環境に応じて定め、調理実習に加え、基礎的

な栄養知識に関する講義も実施した。



- 26 -

イ．成果

生徒は積極的に取り組み、調理実習への関心と興味が高まっている。

全学年実施しており、３年生は技能の向上も見られ、講師の評価も高かった。

【資料１３ 平成１７年度調理教育の実施状況】

○ 次年度以降の見通し

今後も継続して実施する。

③ その他適切な評価を行う上で参考となり得る情報

授業評価アンケートは、毎年度各学期に１回実施している。
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（中期目標 ３－(1) 「海員の養成のための教育の実施」）

同上

（中期計画 ２－(1)－（ｂ） 「本科教育 ）」

③ 養成定員の一部を専修科へ移行し本科の再編を図る。その一環として沖縄校の

養成定員を専修科へ移行する。

（年度計画 ２－(1)－（ｂ） 「本科教育 ）」

③ 本科再編に関し継続して具体的な検討を行う。

① 年度計画における目標設定の考え方

③ 次期中期目標期間に向けて、本科再編に関し継続して具体的な検討を行うもの

として設定した。

② 当該年度における取組み及び中期目標達成に向けた次年度以降の見通し

③

○ 取組み

国土交通省から示された独立行政法人海員学校の見直し案に基づき、養成の対象

を専修科に重点化しつつ、スリム化の方向で船員労働市場の需要規模に見合った養

、 。成規模とすべく 次期中期目標期間に向け本科の再編に関し継続して検討を行った

○ 次年度以降の見通し

次年度以降も本科再編に関し継続して具体的な検討を行う。

③ その他適切な評価を行う上で参考となり得る情報
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（中期目標 ３－(1) 「海員の養成のための教育の実施 ）」

同上

（中期計画 ２－(1)－（ｂ） 「本科教育」）

⑤ 補講等の自主講座を充実させることにより、海技従事者国家試験（四級海技士

（航海及び機関 ）の合格率を５５％以上とするよう努める。）

（年度計画 ２－(1)－（ｂ） 「本科教育」）

⑤ 補講等の自主講座を充実させることにより、海技従事者国家試験（四級海技士

（航海及び機関 ）の合格率を５５％以上とするよう努める。）

① 年度計画における目標値設定の考え方

⑤ 中期計画の目標を達成するため、補講等の自主講座を充実させることにより、

国家試験の合格率５５％以上を維持するものとして設定した。

② 実績値及び取組み

⑤ 四級海技士（航海及び機関）の合格率 ７９．１％

種目別の合格率は、四級海技士（航海）が８９．６％、四級海技士（機関）が８

５．１％であり、四級海技士（航海）又は（機関）１以上合格した者は９５．５％

であった。

学校別の合格率は次のとおりである。

学 校 四級海技士 四級海技士 四級海技士 四級海技士

（航海及び機関） （航海）のみ （機関）のみ (航海)又は(機関)

90.9％ 100.0％ 90.9％ 100.0％小 樽

80.0％ 100.0％ 80.0％ 100.0％宮 古

100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％館 山

66.7％ 100.0％ 66.7％ 100.0％唐 津

40.0％ 53.3％ 66.7％ 80.0％口之津

100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％沖 縄

79.1％ 89.6％ 85.1 ％ 95.5 %本 科

】【資料１４ 国家試験受験実績

○ 取組み

ア．補講の実施

・練習船実習終了後に、各学校において受験に備えた補講を実施した。補講の日数

は、学校により異なるが、最低で８日、最高で１１日であった。
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イ．模擬口述試験を実施

実際の口述試験を模した試験を行い、受験の雰囲気をつかませるとともに、自己

の弱点の克服に努めさせた。

ウ．試験当日における直前指導

試験当日に直接試験会場に出向き、受験生に対して個々に指導する等、万全の体

制を整えた。

ウ．在学中からの指導体制強化

・本科在学中の全学年を対象にした国家試験対策として「校内実力テスト」を実施

し、１年生の学んだ範囲を主に出題し基礎力を身につけさせるとともに、一般教

科における基礎的な学力向上を目指すため、特に今年度は英語、現代社会及び数

学の実力テストを導入した。また、成績上位者を表彰するなど学習意欲の高揚を

図った。

・乗船実習科進学者に対して、３月の本科卒業時に過去５年間の四級海技士「口述

試験問題集及び解答集」を製本し、各自に配布した。

・独立行政法人海員学校Ｗ／Ｇ編纂の「国家試験対策標準問題集」を乗船実習科進

学者に印刷して配布した。

③ 実績値が目標に達しない場合、その理由及び次年度以降の見通し

④ その他適切な評価を行う上で参考となり得る情報

各年度別の合格率は、次のとおりである。

年 度 １３ １４ １５ １６ １７

50.9% 59.3% 71.0% 71.8% 79.1%合格率



- 30 -

（中期目標 ３－(1) 「海員の養成のための教育の実施 ）」

同上

（中期計画 ２－(1)－（ｂ） 「本科教育」）

⑥ 就職指導を強化することにより、海事関連企業への就職率（就職者数／卒業者

数）を７０％以上とするよう努める。

（年度計画 ２－(1)－（ｂ） 「本科教育」）

⑥ 海事関連企業への訪問等就職指導を強化する。さらに無料船員職業紹介事業を

開始し、海事関連企業への就職率（就職者数／卒業者数）を７０％以上とするよ

う努める。

① 年度計画における目標値設定の考え方

⑥ 海事関連企業への訪問等就職指導を強化する。さらに無料船員職業紹介事業を開

始し、中期計画の目標値を達成するため、海事関連企業への就職率７０％以上とす

るものとして設定した。

本科校では、卒業後乗船実習科に進学した者の就職実績が翌年度に決定すること

から、平成１７事業年度業務実績報告では、平成１６年度本科卒業者の実績を示し

ている。また、将来船員として就職することを目的として設置されている海技大学

校海上技術科進学者も、海事関連企業への就職者数に含めて就職率を表している。

② 実績値及び取組み

⑥

海事関連企業（船員）への就職率 ％７１．５

本科の海事関連企業（船員）への就職率は、平成１６年度本科卒業者及び同科卒

業後引き続き平成１７年度乗船実習科に進学した者を対象とした、平成１７年度末

の実績である。

平成１６年度本科卒業者１７９名のうち、５１名が海技大学校、専門学校等に進

学、１２８名が就職を希望し、９６名が海事関連企業に就職した。また、将来船員

として就職することを目的として海技大学校に３２名が進学し、合計１２８名（７

１．５％）が海事関連企業に進んだ。また、８名が造船・海上関連企業に２２名が

陸上の一般企業に就職した。
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学校別の海事関連企業への就職率等は、次のとおり

進学等 就職 希 海事 関 陸上企業 就職 者 就 職 未 海事関連

学 校 卒業者 海技 大 そ の 望者 連企 業 就職者 の合計 定者 企業就職

学校 他 就職者 率

31(2) 2 5(1) 24(1) 17(1) 7 24(1) 0 61.3%小 樽

28 11 1 16 9 6 15 1 71.4%宮 古

40(6) 4 8(3) 28(3) 23(2) 5(1) 28(3) 0 67.5%館 山

30 9 2 19 17 2 19 0 86.7%唐 津

30(1) 0 0 30(1) 23(1) 7 30(1) 0 76.7%口之津

20(2) 6 3(1) 11(1) 7 3 10 1(1) 65.0%沖 縄

179(11) 32 19(5) 128(6) 96(4) 30(1) 126(4) 2(1) 71.5%合 計

（ ）内は、女子で内数

【 】資料１６ 平成１６年度本科卒業者の平成１７年度末における就職状況

○ 取組み

・無料船員職業紹介所を開設し、本部教務部を本所として、各校を支所として運用

を開始した。

・４月に船員職業紹介所の開設を知らせるパンフレットを作成し、全国の海事関連

企業２，８２３社に求人依頼とともに発送した。また、本部のＨＰを改良し、求

人票フォームを掲載するとともに、企業からは、インターネット上で電子メール

の添付ファイルとして求人票を本所に送信できるようにした。

・企業からの求人票があった場合、これまでＦＡＸ等によって各校に周知していた

が、今回の改良により、各校はパスワード等を入力、ＨＰから求人状況を確認で

きる体制とした。

・各校において会社訪問の実施や生徒の就職指導をこれまで以上に積極的に行い、

就職率の向上に努め、年間を通じて求職活動に積極的に取り組んだ。

また、平成１７年３月卒業者のうち、就職未定だった者６名に対しても就職指導

を行い、１名が海事関連企業に、４名が陸上企業に就職できた。

ア．企業等に対する取組み

ａ．会社訪問の実施 ４２回、延べ３４０社

、 、 。各学校において 指導課長のみならず 全教官をあげて会社訪問に取り組んだ

ただし、学校間で重複している会社等が多い。

また、本部においても４回延べ３６社の会社訪問を実施した。

ｂ．求人依頼の発送数 延べ３，０７８社

今年度は、船員職業紹介所が開設され、本部教務部が全国の海事関連企業２，

８２３社に求人依頼を発送していることから、学校発送の求人依頼文書の数は減
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少しているが、これまでに本科卒業生の就職実績のある企業や職員が持つ各会社

との繋がり、情報を活用し、生徒が希望する業種・船種の企業とコンタクトは継

続している。

ｃ．会社説明会等の実施 １１回

各学校において、生徒を対象にした会社等説明会や海事関連団体等と職員との

懇談会等を実施した。

イ．生徒に対する取組み

ａ．求人・就職情報の周知

求人情報、会社パンフレットを３年生教室等に掲示し、就職意欲の向上に努め

た。また、求人内容等について生徒からの質問に対して、労務団体の意義、各種

手当の概要、船種による仕事の違い等具体的に説明した。

ｂ．面接指導の強化

就職進学合格マニュアル等を活用し、会社訪問又は入社試験前の生徒に対する

個人面接、集団面接を行う等、学校をあげて面接指導を強化した。

ｃ．会社訪問の実施

生徒の進路希望に基づいて訪問会社決定と指導を行い、自信と意欲を持って会

社訪問に送り出した。

ｄ．保護者会の活用と三者面談の実施

最新の求人情報をに基に、保護者会や三者面談を実施、学校と保護者の情報交

換、保護者の意向の確認、生徒の希望等との調整を行い、進路指導に保護者会を

活用した。

ｅ．乗船体験の実施

夏季休暇中に各校の生徒２～７名、合計１９名が１６社１９隻の内航船舶によ

る乗船体験に参加し、船舶運航の学習とともに、就職意欲の高揚を図った。内航

船の実態を把握し、就職動機の明確化を目指す効果があった。また、乗船体験を

行った会社に就職が内定した生徒もいた。

ｆ．進路希望調査アンケートの実施

２年生の２学期及び３年生の１学期に進路に関する調査を実施した。

ｇ．資料の作成

過去の会社訪問や面接等で質問事項等をまとめたマニュアルを作成、受験対策

用の資料として活用し、受験時の心構えや精神面での準備を整えさせた。
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③ 実績値が目標に達しない場合、その理由及び次年度以降の見通し

④ その他適切な評価を行う上で参考となり得る情報

⑥

ア．海事関連企業への就職率の算出

海事関連企業への就職率は、本科卒業者（翌年度の乗船実習科修了者を含む ）。

のうち、海事関連企業に就職した者に、将来船員として就職することを目的とした

海技大学校進学者を含めて海事関連企業就職者数として算出する。

イ．平成１７年度本科卒業者の就職状況（平成１８年３月３１日現在）

平成１７年度本科卒業者の海事関連企業（船員）への就職率 ％５５．９

平成１７年度本科卒業者１７２名のうち１３３名が就職を希望した。乗船実習科

に進学した者は６９名である。海事関連企業に就職若しくは就職内定した者は、乗

船実習科に進学しなかった者で４２名、乗船実習科進学者で４３名、計８５名であ

った。海技大学校に進学した者は１７名であり、平成１７年度本科卒業者で１７年

度末における海事関連企業への就職率は５９．３％となっている。

【資料１５－２ 平成１７年度求人・就職状況（本科 】）

平成１７年度本科卒業者の就職状況等○

卒業者数 １７２(12)

本科を卒業し、乗船実習

科に進学しなかった者 乗船実習科進学者

１０３(10) ６９(2)

就職希望者数 ６４( 6) ６９(2)

海事関連企業就職者数※ ４２(3) ４３(1)

陸上企業就職者数 １９(3) ０

就職未定者 ３ ２６(1)

就職を希望しない者 ３９(4) ０

海技大学校進学者 １７(1)

その他 ２２(3)

※乗船実習科進学者においては、就職内定者 （ ）内は女子で内数

企業等や生徒に対する取組みを強化し、平成１７年度卒業者のうちの就職未定者３

名及び乗船実習科進学者のうちの就職未定者２６名の就職先の確保に全力を尽くすも

のである。

各年度の就職率は、次のとおりである。

年 度 １３ １４ １５ １６ １７

61.1% 62.3% 62.1% 63.9% 71.5%就職率
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（中期目標 ３－(1) 「海員の養成のための教育の実施」）

同上

（中期計画 ２－(1)－（ｂ） 「本科教育 ）」

⑧ 保護者会と連携して、学校と一体的な生活指導を推進するため各校毎年３回程

度の保護者会を開催する。

（年度計画 ２－(1)－（ｂ） 「本科教育 ）」

⑧ 保護者会と連携して、学校と一体的な生活指導を推進するため、各校３回以上

の保護者会を開催する。また、各校ＨＰを活用して保護者との連携強化を図る。

① 年度計画における目標値設定の考え方

⑧ 一般の高校生と同世代の生徒を教育する本科校では、学校と保護者の信頼関係

を構築し、連携して教育に取り組むことが重要であることから、年間３回以上の

保護者会を前年度に継続して開催することとし、さらにＨＰを活用して保護者と

の連携強化を図るものとして設定した。

② 実績値及び取組み

⑧ 各校年間３回以上実施

学校別の実施回数は次のとおりである。

学 校 小 樽 宮 古 館 山 唐 津 口之津

回 数 ６ ４ ３ ８ ５

○ 取組み

保護者会は、学校と保護者が一体となって生徒を育成し、健全な学校運営を行う

ために、保護者会と学校の連携を深め意思の疎通を図り、相互の理解と信頼を構築

する目的で設置し、定期的に会合を持った。

、 、 、 、平成１７年度は より多くの保護者に参加してもらうために 授業参観 全体会

学年別懇談会、三者面談など、各校年度当初に年間実施計画（目標）を立て、各校

で３回から８回実施した。

保護者会は、年間を通じて計画的・積極的に行うことにより、学校と保護者間の

連携が密になり、学校教育に対する理解と関心が一層高まるものとなった。

また、開催日を工夫したことにより、年間を通じての保護者会の参加率も高い数

値を示すことができた。

また、生徒の生活指導において、学校側の指導方針等に対する信頼関係が築ける

とともに、学習指導や就職指導においても有効に活用され、さらに、学年別懇談会

や三者面談を通じて、より細やかな指導ができ、保護者会設置の目的が十分に達成

された。
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保護者会開催をＨＰ、学級通信で保護者に知らせるとともに、学校行事や生徒の

学校生活の様子をＨＰに掲載し、保護者との連携を強化した。

保護者会がもたらした効果としては、次のような事項があげられる。

・新入生の保護者説明会、体験入学において、在校生保護者による学校生活、寮生

活や就職状況等についての体験談を含めて話して頂いた。これにより、学校の教

育・指導方針の理解向上につながった。

・高校総体地区予選、県大会及び各種大会に保護者が応援に参加、教官や生徒とも

交流を深め、クラブ活動の活性化につながった。

、 。・保護者が生徒会主催の学校祭に見学だけでなく 積極的に参加するようになった

バザーへの出品、練習船体験乗船、各種展示コーナー等生徒、保護者及び職員が

一体となって計画・実行することにより、学校と保護者の連携が深まるものとな

った。

・学校施設や教材を利用した体験学習を行うこととなった。保護者も教育の現場に

触れることにより、学校に対する理解や職員との信頼関係も一層深めるものとな

った。

【 】資料１７ 保護者会

③ 実績値が目標に達しない場合、その理由及び次年度以降の見通し

④ その他適切な評価を行う上で参考となり得る情報

各校の年度別保護者会開催回数は、次のとおりである。

年 度 １３ １４ １５ １６ １７

回 数 ３～10 ３～９ ３～７ ２～７ ３～８



- 36 -

（中期目標 ３－(1) 「海員の養成のための教育の実施 ）」

同上

（中期計画 ２－(1)－（ｃ） 「司ちゅう・事務科教育 ）」

① 海運業界のニーズに対応した教育内容の精選を図る。

② 学生の理解度及び満足度の向上など授業内容を活性化させるとともに、自己評

価体制の構築に向けて学生による授業評価制度を導入し、同評価を各学期１回実

施する。

（年度計画 ２－(1)－（ｃ） 「司ちゅう・事務科教育 ）」

① 内航船社等を対象に実施したアンケート調査の結果を踏まえ、教育内容の更な

る見直しを行う。

② 授業評価体制を活用し、評価結果を授業方法の改善に反映させる。

、 、 。また 定期的な研究授業を実施し 効果的な座学授業の進め方の改善に努める

① 年度計画における目標設定の考え方

① 海上関連企業への就職率の低迷から内航船社等を対象に実施したアンケート調

査の結果を踏まえ、司ちゅう・事務科の教育内容等制度設計の見直しについて、

具体的な検討を行うものとして設定した。

② 教育業務の自己評価体制の一環として、授業評価体制を活用し授業方法の改善

に反映させる。また、定期的に研究授業を実施し、他の教官の視点を導入するこ

とにより、効果的な座学授業の進め方の改善を図るものとして設定した。

② 当該年度における取組み及び中期目標達成に向けた次年度以降の見通し

司ちゅう・事務科教育

司ちゅう・事務科は、高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者又はこれと同等

以上の学力があると認められる者に対し、船舶料理士となるに必要な専門教育と船舶

における事務部員としての職業指導を行っている。修業期間は１年間であり、船舶料

理士の資格取得のための学校における座学課程、航海訓練所練習船による実習及び民

間フェリー会社における実務研修で構成されている。

その課程は、我が国が批准する国際条約（ＩＬＯ第６９号）に基づき船員法（昭和

２２年法律第１００号）に規定された船舶料理士に関する省令（昭和５０年運輸省令

第７号）の要件及び調理師法（昭和３３年法律第１４７号）の調理師養成施設の全て

の要件を満足している。卒業時には調理師資格を取得するとともに、一定期間の乗船

勤務を経て船舶料理士資格が取得できる、我が国唯一の養成施設である。

司ちゅう・事務科の課程は、静岡市に所在する海上技術短期大学校に置いている。

入学定員は６０名であるが、過去の海事関連企業への就職状況を踏まえ、１５年度入

学試験より一時的に募集人員を４０名としてきたが、平成１７年度は、募集活動を停

止した。また、卒業者は３７名（平成１７年度入学（３７名 ）であった。）
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海員学校内部評価委員会は、海員学校内部評価実施要領に基づき学校及び司ちゅう

、 、・事務科の評価を行った結果 中期計画の達成に向けて適正かつ確実に実施しており

司ちゅう・事務科教育の運営は順調であった。

【資料５－１ 海員学校内部評価実施要領】

【資料５－２ 内部評価のための報告書】

①

○ 取組み

司ちゅう・事務科については、海事関連企業への就職率の低迷から、国土交通省

独立行政法人評価委員会において抜本的な見直しの必要性を指摘された。その後、

政策評価・独立行政法人評価委員会の「独立行政法人の主要な事務及び事業の改廃

に関する方向性について（平成１６年１２月１０日政委第２８号 」を踏まえた国）

土交通省の「独立行政法人海技大学校、独立行政法人航海訓練所及び独立行政法人

海員学校の見直し案（平成１６年１２月２０日 」に基づき、関係行政機関等との）

調整を図りながらそのあり方を検討した結果、平成１８年度から司ちゅう・事務科

は廃止しすることとし、平成１８年度の司ちゅう・事務科の学生募集を停止した。

○ 次年度以降の見通し

専修科及び本科における船内供食及び栄養管理に関する授業内容の充実を図って

いく。

② 各学期に１回実施

○ 取組み

ア．授業評価の実施

学生の授業に対する理解度、満足度の向上を図り授業内容を活性化させるため、

授業評価アンケート実施要領に基づき、授業アンケートを各学期１回実施した。

実施にあたっては、教務課で調査期間を定め、座学授業については担当教官の受

け持ち科目のうちから最低１科目を選び、実習科目については全科目実施した。

調査結果は、各教官が集計し自己分析と考察を校長に報告、教材の活用、授業の

進め方等を見直し、授業に反映させた。

イ．成果

・学生の授業に対する素直な意見を把握し、教官が学生の理解度を向上させるため

の取り組みをする動機付けとなり、さらには授業の活性化が図られた。

③ その他適切な評価を行う上で参考となり得る情報
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（中期目標 ３－(1) 「海員の養成のための教育の実施 ）」

同上

（中期計画 ２－(1)－（ｃ） 「司ちゅう・事務科教育 ）」

③ 養成定員の一部を専修科へ移行し、定員の縮減を図る。

（年度計画 ２－(1)－（ｃ） 「司ちゅう・事務科教育 ）」

③ 次期中期目標期間中における司ちゅう・事務科の廃止に向けて、具体的な準備

を行う。

① 年度計画における目標設定の考え方

③ 国土交通省の見直し案に基づき、次期中期目標期間中における司ちゅう・事務

科の廃止に向け、具体的な準備を行うものとして設定した。

② 当該年度における取組み及び中期目標達成に向けた次年度以降の見通し

③

○ 取組み

司ちゅう・事務科については、関係行政機関等との調整を図りながらそのあり方

を検討した結果、平成１８年度から同科を廃止しすることとし、平成１８年度の司

ちゅう・事務科の学生募集停止について、国立清水海上技術短期大学校長及び各校

長に指示した。

○ 次年度以降の見通し

③ その他適切な評価を行う上で参考となり得る情報
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（ ）中期目標 ３－(1) 「海員の養成のための教育の実施」

同上

（中期計画 ２－(1)－（ｃ） 「司ちゅう・事務科教育 ）」

④ 就職指導を強化することにより、海事関連企業への就職率（就職者数／卒業者

数）を７０％以上とするよう努める。

（年度計画 ２－(1)－（ｃ） 「司ちゅう・事務科教育 ）」

④ 海事関連企業への訪問等就職指導を強化する。さらに無料船員職業紹介事業を

開始し、海事関連企業への就職率（就職者数／卒業者数）についてできる限り中

期計画の目標値を達成できるよう努める。

① 年度計画における目標値設定の考え方

、 、④ 中期計画では 海事関連企業への就職率を７０％以上とするものとしているが

司ちゅう・事務科に対する海事関連企業からの求人状況が長期低迷していること

を勘案して設定した。

② 実績値及び取組み

④

海事関連企業（船員）への就職率 ７５．７％・

、 （ ． ）司ちゅう・事務科卒業者３７名のうち３６名が就職を希望し ２８名 ７５ ７％

が海事関連企業に、５名が陸上企業に就職し、就職未定者は３名であった。全体の就

職率は８９．２％であった。

海事関連企業への就職率等は、次のとおりである。

学 校 卒業者 就職希望 海事関連企 陸上企業 就職者の 就 職 未 定 海事関連企

者 業就職者 就職者 合計 者 業就職率

37(22) 36(21) 28(17) 5(3) 33(20) 3(1) 75.7 %清 水

（）内は女子で内数

【 （ ）】資料１５－３ 平成１７年度求人・就職状況 司ちゅう・事務科

○ 取組み

就職指導に係わる教官の役割の明確化、学生の積極的な会社訪問の実施と学校の

バックアップ体制の強化、内航船社への学校情報誌の配布、内航船社との連絡及び

情報収集体制の強化を図る等、年間を通して求人就職活動を活発に行った。

ア．企業等に対する取組み

ａ．会社訪問の実施 ２回、１６社

、 。年度当初に求人就職活動方針を明確にし 年間を通じて継続した活動を行った
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また、会社訪問の際には、学校や学生をよりアピールするための資料ファイル

を持参した。

更に、本部においても４回延べ３６社の会社訪問を実施した。

ｂ．求人依頼の発送 ２，９２１社

今年度は、船員職業紹介所が開設され、本部教務部が全国の海事関連企業２，

８２３社に求人依頼を発送している。学校発送の求人依頼文書には、学校の教育

状況や指導方針、学生の職業意識などをアピールする資料を添えることで効果を

期待した。

ｃ．会社説明会等の実施 １回

海事関連団体等と職員との就職に関する懇談会を実施した。

イ．学生に対する取組み

・学生に対する就職ガイダンスを年４回実施し、モチベーションの向上を図った。

・クラス担任による個別面談を適宜実施し、就職指導を行った。また、希望者に対

して個人面接指導を行った。

・今年から始まった船員就業フェアを学生に説明し、積極的に参加させた。

・生活指導方針を学生に周知し、これに基づいた指導を徹底することで、会社側の

期待に応えられるよう工夫した （規律、掃除、挨拶、整理整頓等）。

・船社の方を学校に招き就職についての生の声を聞くことにより、就職に対する心

構えを高めた。

③ 実績値が目標に達しない場合、その理由及び次年度以降の見通し

④ その他適切な評価を行う上で参考となり得る情報

○ 平成１６年度卒業者の就職状況等（参考値）

海事関連企業への就職率 ５５．３％

平成１６年度卒業者のうち就職が未定だった者２名は、平成１７年度における就

職指導により陸上企業に２名就職した。この結果、海事関連企業への就職率は変わ

らず、５５．３％のままであった。

卒業者数 ３８(16)

就職希望者数 ３８(16)

平成16.3.31現在の就職者数 海事関連２１( 9) 陸上１５(6) 計３６(15)

同 就職未定者数 ２( 1)

就職未定者のうち、平成１７年度に就職した者 陸上 ２(1)

海事関連企業への就職者数の累計 ２１(9)



- 41 -

各年度の就職率は、次のとおりである。

年 度 １３ １４ １５ １６ １７

30.0% 43.6% 48.6% 55.3% 75.7%就職率
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（中期目標 ３－(1) 「海員の養成のための教育の実施 ）」

同上

（中期計画 ２－(1)－（ｄ） 「その他 ）」

① 海運業界のニーズに対応した実践教育を効率的に達成するため、所要の教育機

材の整備を図る。

② 教育実態を反映し、イメージアップを図るため、各校の校名を改称する。

③ 寮生活における生活指導を充実させ、船員職業に不可欠な集団生活の理解を深

めさせる。

（年度計画 ２－(1)－（ｄ） 「その他 ）」

① 実践教育向上のため、教育機材の整備を図る。

② 寮生活指導の充実を図るため、各研修を通じて生活指導に関する内容や寮生活

に関する研修を行う。

① 年度計画における目標設定の考え方

① 養成施設の基準で定める教材等の定常的な整備を基本として、最新の船上機器

の運転・取扱い等について実践教育を効率的に実施するため、各種シミュレータ

や視覚的な教材等を継続して整備、活用することを目的として設定した。

② 海員学校における寮制度による教育は、船員としての必要な資質を形成する上

で重要な役割を占め、海運業界からも船員社会への適応性等の面から高い評価を

得ていることから、寮生活指導の充実を図るため、各研修を通じて生活指導に関

する内容を行うものとして設定した。

② 当該年度における取組み及び中期目標達成に向けた次年度以降の見通し

①

○ 取組み

ア．船舶自動識別装置（ＡＩＳ）の導入

各校の校内練習船に船舶自動識別装置を装備した。この装置は、船舶の識別を助

け、物標の追尾を援助し、船舶相互間で容易に情報の交換ができ、衝突防止に寄与

するものである。今後の海上実習や航海計器等の授業で有効活用したい。

イ．航海科視覚教育訓練支援システムの導入

航海科の補助教材として教育訓練支援ソフトを導入した。このソフトは、パソコ

ンのランネットワークを使用して、生徒・学生が自学自習したり、教官が教科書の

補助教材として使用できるものである。

ウ．その他の教育機材の整備

実習、実技を充実させ、即戦力に向けた技能の向上を目指し、過給機の購入等各
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校において種々の整備を図った。

【資料１８ 教育教材の整備】

○ 次年度以降の見通し

引き続き、教育機材の整備・充実を図る。

②

○ 取組み

生徒・学生に対する生活指導上の問題事例に関して、相互に情報を交換して指導

技術の向上を図るため、指導課長・学生課長会議を実施した。また、カウセリング

の手法の改善・向上を目指すため、新任教官を対象にした教官研修にカウンセリン

グ手法の研修を取り入れた。

【資料１９ カウンセリング手法】

○ 次年度以降の見通し

寮生活指導の充実を図るため、各研修を通じて生活指導に関する内容や寮生活に

関する研修を引き続き実施する。

③ その他適切な評価を行う上で参考となり得る情報
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（中期目標 ３－(1) 「海員の養成のための教育の実施 ）」

同上

（中期計画 ２－(1)－（ｄ） 「その他 ）」

④ 最新の船舶技術を習得し、実地に即した船員教育を目指すために、毎年７名程

度の教官の船舶乗船研修を行う。

⑤ 教育手法・生活指導等の向上のため毎年８名程度の教育研修を行う。

⑥ 社会的ニーズに対応し、より効果的な海員養成を実施するため、関係する教育

機関や海運業界と年２回程度の意見交換会の開催を図る。

⑦ 独立行政法人として所要の職員研修を、年間２０名程度行う。

⑧ 適正な養成数を反映した施設の再編を図るため、沖縄校を廃校する。

（年度計画 ２－(1)－（ｄ） 「その他 ）」

③ 最新の船舶技術を習得し実践教育に資するため、関係業界と協議して教官７名

の内航船乗船研修を行う。

④ 教育手法・生活指導等の向上のため、教官８名の教育研修を行う。

⑤ 社会的ニーズに対応し、より効果的な海員養成を実施するため、関係する教育

機関や海運業界と２回以上の意見交換会を開催する。

⑥ 独立行政法人として所要の職員研修を２０名行う。

① 年度計画における目標値設定の考え方

③ 教官が、船舶運航や荷役等の技術のブラシュアップを図るとともに、内航船の

就労実態を理解し、実践教育に資するために乗船研修を行うものとした。

また、練習船における学生・生徒の実習状況を把握し、海員学校における座学

授業と練習船による実習訓練との連続性及び連携の強化を図り、教育手法の改善

・向上に資することを目的に航海訓練所の練習船に教官を派遣するものとして設

定した。

、④ 教官の教育手法の向上や生活指導に関する専門的知識・技能の向上を図るため

各校１名、８校で８名の研修を行うものとして設定した。

⑤ 関係する教育機関及び海運業界と少なくとも年１回の開催を目途として、年２

回以上の意見交換会を開催するものとして設定した。

⑥ 中期計画に基づき、独立行政法人として所要の内部職員研修、外部研修機関依

頼の研修を２０名行うのものとして設定した。

② 実績値及び取組み

③ 教官７名の研修を実施

○ 取組み

ア．船舶運航や荷役等の技術のブラシュアップを図るとともに、内航船の就労実態を

理解し、実践教育に資するため、海員学校で企画し、今年度は教官３名の内航船乗
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船研修を実施した。

最新の内航船の運航に関して総合的に研修することができ、航海技術や荷役に関

する実務教育に、十分に役立つものとなった。

イ．海員学校教官の航海訓練所練習船への乗船

平成１５年度から練習船における学生、生徒の実習状況を把握し、海員学校にお

ける座学教育と練習船における実習訓練との連続性及び連携の強化を図り、海員学

校における教育手法の向上に資することを目的に、海員学校実習生の乗船・転船時

期に合わせ、１０日間程度海員学校教官４名を航海訓練所の協力を得て練習船に派

遣した。

【資料２０ 平成１７年度内航船乗船研修実績】

④ 教官１５名の研修を実施

○ 取組み

ア．教官技能研修 ８名

、 、 、航機実技に関する教官の技能を高めるとともに 指導方法の均一化を図り 生徒

、 、学生の即戦力強化に資することを目的に 航海訓練所から講師１名を派遣して頂き

ワイヤーロープのアイスプライスや各種結索等の実技研修を行った。

イ．ＢＲＭ研修 ７名

毎年、海技大学校の招聘により開催されている海員学校・海技大学校連絡会議を

利用し、海技大学校の協力を得て、海員学校教官研修を実施している。

平成１７年度は、各校から７名の航海科教官が参加して、 研修を実施した。BRM

研修の成果を授業へ活用しているほか、生徒指導にも役立てている。

⑤ 意見交換会を８回実施

○ 取組み

（ ）・国土交通省海事局船員政策課及び船員教育関係独立行政法人定期連絡会議 ２回

・平成１７年度船員教育機関連絡会議

・海員学校・航海訓練所連絡会議（２回）

・海上技術学校・海技大学校連絡会議

・日本内航海運組合総連合会船員政策委員会に参加

・日本内航海運組合総連合会との定例意見交換会

⑥ ３６名の研修を実施

○ 取組み

内部研修 ファースト・ステップ研修（初任者研修） １３名

新管理者研修 ５名

独立行政法人海員学校新採用職員研修 １名
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平成１７年度会計システム操作実施研修 ８名

外部研修 国土交通省 国土交通大学校 柏研修センター

管区機関課長級（人事担当）研修 １名

人事事務研修 １名

簿記研修 １名

独立行政法人会計事務研修 １名

中堅係長（Ⅱ期）研修 １名

福岡合同庁舎

九州地区新採用職員研修 １名

名古屋合同庁舎

給与実務担当者研修 １名

任用実務担当者研修 １名

安中研修所

第２４回各政府関係機関等内部監査業務研修 １名

③ 実績値が目標に達しない場合、その理由及び次年度以降の見通し

④ その他適切な評価を行う上で参考となり得る情報

各年度の達成状況は、次のとおりである。

年 度 １３ １４ １５ １６ １７

教官の船舶乗船研修(人) ４ ３ ５ ７ ７

教育研修(人) ８ ３２ ２０ ２１ １５

意見交換会(回) ８ ７ ７ ８ ８

職員研修(人) ２０ ２１ ２６ ２３ ３６
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（中期目標 ３－(２) 「成果の普及・活用促進 ）」

独立行政法人海員学校法第１０条第２号に基づき、教育修了者が海事産業へ円滑に

、 、 、 。就職し その知識・技術を活かせるよう 組織的に就職相談 就職指導等を推進する

また、船員教育及び船舶運航関係の知識、技術の普及・活用促進を図るため、研修

員の受入れ及び職員の専門家としての派遣を推進する等、技術移転等に関する業務の

推進を図る。さらに、関係委員会等へ専門分野の委員等の派遣を推進し、専門知識の

活用を図る。

（中期計画 ２－(２)－（ａ） 「職業指導体制の強化 ）」

① 関係業界と就職指導についての定期協議を行い、相互の情報を交換し得る体制

作りを検討する。

② コンピュ－タによる就職情報交換が可能な体制作りを検討する。

③ 会社訪問や会社説明会等の充実を図る。

（年度計画 ２－(２)－（ａ） 「職業指導体制の強化 ）」

① 関係業界と就職指導等について相互の情報を交換するために会議を開催する。

② ＩＴを利用した就職情報システムを立ち上げ、船員職業紹介事業体制の整備を

図る。

③ 会社訪問や会社説明会等の開催を促進する。

① 年度計画における目標設定の考え方

① 将来にわたり海上就職を促進し、定着率の向上を図るためには、学校と事業者

が連携して職業指導にあたる体制を整備することが必要であることから、関係業

界と就職懇談会を開催するものとして設定した。

② 職業指導体制を強化するため、ＩＴを利用した就職情報システムを立ち上げ、

本部機能を活用した船員職業紹介事業体制の整備を図るものとして設定した。

③ 会社訪問や会社説明会が、求人の開拓とともに、会社の状況を知り就職率の向

上と就職後のミスマッチの防止に寄与することから、これらを積極的に行うもの

として設定した。

② 当該年度における取組み及び中期目標達成に向けた次年度以降の見通し

①

○ 取組み

日本内航海運組合総連合会と学生・生徒の海上就職促進に関する意見交換会を２

回実施した。

○ 次年度以降の見通し

同意見交換会を次年度以降も継続して実施する。
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②

○ 取組み

無料船員職業紹介所を開設し、本部機能を活用した求人就職活動の一元化を図る

活動を行った。

本部教務部を本所とし、各校を支所として運用を開始、４月に船員職業紹介所の

開設を知らせるパンフレットを作成し、全国の海事関連企業２，８２３社に求人依

頼とともに発送した。また、本部のＨＰを改良し、求人票フォームを掲載するとと

もに、企業からは、インターネット上で電子メールの添付ファイルとして求人票を

本所に送信できるようにし、５１の企業からインターネットを通じて求人の申し込

みがあった。

企業からの求人があった場合、これまでＦＡＸ等によって各校に周知していたも

が、今回の改良により、各校はパスワード等を入力、ＨＰから求人状況を確認でき

る体制とした。

○ 次年度以降の見通し

次年度以降、ＩＴを利用した就職情報ネットワークを立ち上げ、船員職業紹介事

業体制の充実を図っていきたい。

③

○ 取組み

会社訪問や会社説明会を次のとおり実施した。

ア．本 部 ４回 延べ ３６社

イ．専修科（２校）

・会社訪問 ７回 延べ ８３社

・会社説明会等 ６回

ウ．本科（６校）

・会社訪問 ４２回 延べ ３４０社

・会社説明会等 １１回

エ．司ちゅう・事務科

・会社訪問 ２回 延べ １６社

・会社説明会等 １回

ただし、専修科の清水海上技術短期大学校と重複している。

【資料２１ 会社訪問・会社説明会の実績】

○ 次年度以降の見通し

会社訪問や会社説明会の開催を引き続き促進する。

また、今年度から始まった船員就業フェアに学生・生徒を積極的に参加させるよ

う指導する。

③ その他適切な評価を行う上で参考となり得る情報
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（中期目標 ３－(２) 「成果の普及・活用促進 ）」

同上

（中期計画 ２－(２)－（ｂ） 「技術移転の推進等 ）」

① 船員教育及び船舶運航関係の知識、技術を国内外へ移転するため、相手機関の

要請に応じて、研修員受入れ及び職員派遣を図る。

② 職員の専門知識を活用するため、関係委員会等の要請に応じて、委員等の職員

派遣を図る。

（年度計画 ２－(２)－（ｂ） 「技術移転の推進等 ）」

① 船員教育及び船舶運航関係の知識、技術を国内外へ移転するため、相手機関の

要請に応じて、積極的に研修員受入れ及び職員派遣を行う。

② 職員の専門知識を活用するため、関係委員会等の要請に応じて積極的に委員等

の職員派遣を行う。

① 年度計画における目標設定の考え方

① 海員学校の業務の一環として、船員教育機関等の要請に応じて研修員受入れ及

び専門家の派遣を行うものとして設定した。

② 海員学校の職員の知見を活用し社会に貢献するとともに、委員会等で得られる

最新情報や技術革新等の専門的知識を学校教育に活かすため、関係する委員会等

の要請に応じて委員等の職員派遣を行うものとして設定した。

② 当該年度における取組み及び中期目標達成に向けた次年度以降の見通し

①

○ 取組み

ア．教育実習生の受入

東京海洋大学から３名の実習生を、国立小樽海上技術学校及び国立館山海上技術

学校で受け入れ、２週間の教育実習を実施した。

イ．水産・海洋系高等学校実習船司厨部職員調理技術研修会の実施

全国水産高等学校実習船運営協会からの要請に応じ、水産・海洋系高等学校実習

船の司ちゅう部職員を対象とした調理技術研修会を昨年度に引き続き、国立清水海

上技術短期大学校を会場に開催した。司ちゅう・事務科教官による調理実習及び船

内衛生、食品取扱いの講習を行った。

○ 次年度以降の見通し

教育実習生の受入は、要請に応じて引き続き実施し、司厨部職員調理技術研修会

は継続的に実施する予定である。また、国内外からの海員学校業務に合致した技術

移転要請に対しては積極的に対応する。
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②

○ 取組み

要請があったものについては、積極的に実施した。

１７年度は、次の委員会等の委員に就任した。

１名 国土交通省海事局主催

内航船乗組み制度検討会 部門間兼務検討会

１名 館山市主催 観光立市プロジェクトチーム

１名 館山市主催 たてやま海まちフェスタ実行委員会

１名 北海道運輸局主催 マリンイベントキャンペーン港おたる’０５実行委

員会

１名 小樽市主催 平成１７年海の旬間小樽地区実行委員会

１名 海上保安庁主催 宮古港津波・防災総合訓練打合せ会議

１名 財団法人 日本海技協会 船舶料理士試験委員会

１名 静岡県集団給食研修会 清水支部役員会

○ 次年度以降の見通し

平成１７年度実績の各委員会等の委員は、平成１８年度も継続されるものについ

ては引き続き就任する予定である。また、新たに要請があった場合は、積極的に職

員派遣を行う方針である。

③ その他適切な評価を行う上で参考となり得る情報
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中期目標 ３－(２) 「成果の普及・活用促進 ）（ 」

同上

（中期計画 ２－(２)－（ｃ） 「海事思想普及等に関する業務 ）」

学校の広報及び海事思想の普及に資するため、海事等に関する市民公開講座等を年

間２回程度開催する。

（年度計画における目標値 ２－(２)－（ｃ） 「海事思想普及等に関する業務 ）」

学校の広報及び海事思想の普及に資するため、海事等に関する市民公開講座等を２

回開催する。

① 年度計画における目標値設定の考え方

海員学校の業務の一環として、海事思想の普及活動や学校の広報は重要なものであ

る。このため市民を対象にした公開講座や学校の施設・設備の公開等を積極的に行う

ものとして設定した。

② 実績値及び取組み

学校の広報及び海事思想の普及に資するため、多様な活動を実施した。

○ 取組み

ア．学校の施設・設備を活用した取組み

地方自治体等が主催するマリンフェスタ等の各種行事に積極的に参加、校内練習

船や舟艇による体験乗や学校の施設・設備を活用した種々の取組みを行った。

イ．生徒等に対する活動

小学校や中学校等の依頼を受け 「総合的な学習の時間」や「校外体験学習」等、

において、生徒等に対する船舶を活用した体験学習や講演会を実施した。

ウ．地域社会に対する活動

祭りやスポーツ大会等の地域社会の行事に参加、市民とのふれあいを通じて学校

の広報に貢献した。

エ．ボランティア活動

独居老人や身体障害者のための昼食会（ふれあい昼食会）を企画したほか、学校

近隣の海浜や道路の清掃作業、老人会活動の援助、献血等積極的にボランティア活

動を実施した。

オ．体験入学

各学校において、学生・生徒募集を目的に体験入学を２～３回実施した。学生・

生徒のほか、多数の保護者や先生も来校、校内練習船による体験乗船や船舶関係の
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施設、校内の設備教材等の見学やロープワーク等の体験実習を通じて、海事思想普

及の一助ともなった。

【 】資料２２ 海事思想普及／学校の広報に関する活動

③ 実績値が目標に達しない場合、その理由及び次年度以降の見通し

④ その他適切な評価を行う上で参考となり得る情報

海事等に関する市民公開講座等は、毎年２回以上実施している。
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４ 財務内容の改善に関する事項

（中期目標 ４「財務内容の改善に関する事項 ）」

運営費交付金を充当して行う事業については 「２ 業務運営の効率化に関する事、

項」で定めた事項について配慮した中期計画の予算を作成し、当該予算による運営を

行う。

また、学校の業務の範囲内において、自己収入の確保を図る。

（中期計画 ３「予算、収支計画及び資金計画 ）」

( ) 自己収入の確保1
学校の業務の範囲内において、自己収入の確保を図る。

（年度計画 ３「予算、収支計画及び資金計画 ）」

( ) 自己収入の確保1

自己収入の確保のため、平成１８年度の授業料の改定に向けて準備を行う。

また、卒業生に対して発行する各種証明書の発行手数料の徴収を行う。

① 年度計画における目標値設定の考え方

自己収入の確保を図るため、平成１８年度当初の授業料改定に向けて、準備を行う

ものとして設定した。

また、平成１５年度から開始した卒業生に対して発行する各種証明書の発行手数料

の徴収を継続して実施するものとして設定した。

② 実績値及び取組み

○ 取組み

募集パンフレットに授業料の改定を明記して受験生に周知を図った。

卒業生に対する各種証明書の発行手数料の徴収を継続して実施し、今年度におい

ては１４万円の自己収入を確保した。

③ 実績値が目標値に達しない場合、その理由及び次年度以降の見通し

④ その他適切な評価を行う上で参考となり得る情報
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（中期目標 ４ 財務内容の改善）

同上

（中期計画 ３ー（２ 「予算」）

３－（３ 「平成１３年度～平成１７年度収支計画」）

３－（４ 「平成１３年度～平成１７年度資金計画 ）） 」

（年度計画による目標値

３ー（２ 「期間中の予算計画（人件費の見積りを含む 」） ）

３－（３ 「期間中の収支計画」）

３－（４ 「期間中の資金計画 ）） 」

）（実績値

１、予算

中期計画 年度計画 実績額

区 別 予算 期間中の予算計画

金額（百万円) 金額（百万円) 金額 百万円)（

収入

９，４２１ １，８２３ １，９８４運営費交付金

７９０ １６３ １６３施設整備費補助金

１４４ ３６ ３５業務収入

１０，３５５ ２，０２２ ２，１８２計

支出

１，５４８ ２８０ ４３２業務経費

７９０ １６３ １３４施設整備費

６，９６７ １，２９８ １，３３９人件費

１，０５０ ２８１ １４６一般管理費

１０，３５５ ２，０２２ ２，０５１計

［人件費の見積り］ ［人件費の見積り］ ［人件費の見積り］

期間中総額５，５６２ 年度中総額１，０５６ 年度中総額１，０５０

百万円を支出する。 百万円を支出する。 百万円を支出した。

但し、上記の額は、役 但し、上記の額は、役 但し、上記の額は、役

員 報 酬 並 び に 職 員 基 本 員 報 酬 並 び に 職 員 基 本 員 報 酬 並 び に 職 員 基 本

給、職員諸手当、超過勤 給、職員諸手当、超過勤 給、職員諸手当、超過勤

務手当、休職者給与及び 務手当、休職者給与及び 務手当、休職者給与及び

国際機関派遣職員給与に 国際機関派遣職員給与に 国際機関派遣職員給与に

相当する範囲の費用であ 相当する範囲の費用であ 相当する範囲の費用であ

る。 る。 る。
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２、収支計画

中期計画 年度計画 実績額

平成１３年度～平成 期間中の収支計画

区 別 １７年度収支計画

金額（百万円) 金額（百万円) 金額（百万円)

９，６８１ １，８８３ １，９４６費用の部

９，６８１ １，８８３ １，８５９経常費用

５，６２５ １，０４１ １，１１７業務費

３，９４０ ８１８ ６２４一般管理費

１１６ ２４ １１８減価償却費

０ ０ ７財務費用

０ ０ ８０臨時損失

９，６８１ １，８４５ １，９９７収益の部

９，４２１ １，７８２ １，８９２運営費交付金収益

０ ０ ２９施設費収益

１４４ ３９ ３６業務収入

１１６ ２４ ４０資産見返負債戻入

資産見返物品受

１１６ ２４ ４０贈額戻入

０ ０ ０臨時利益

０ ０ ５１純利益

０ ０ ０目的積立金取崩額

０ ０ ５１総利益

３、資金計画

中期計画 年度計画 実績額

平成１３年度～平成 期間中の資金計画

区 別 １７年度資金計画

金額（百万円) 金額（百万円) 金額（百万円)

１０，３５５ ２，０２２ ２，０７０資金支出

９，５６５ １，８５９ １，７８６業務活動による支出

７９０ １６３ ２０５投資活動による支出

０ ０ ７９財務活動による支出

１０，３５５ ２，０２２ １，９８７資金収入

９，５６５ １，８５９ １，８５８業務活動による収入

運営費交付金に

９，４２１ １，８２３ １，８２３よる収入

１４４ ３６ ３５業務収入

７９０ １６３ １２９投資活動による収入

施設費補助金に

７９０ １６３ １２２よる収入

有形固定資産売

７却収入
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① 年度計画における目標値設定の考え方

１．予算

・運営交付金は、算定ルールに基づき算定した。

・施設整備費等補助金は、清水校耐震改修工事費費である。

・業務収入は、授業料収入及び雑収入である。

２．収支計画

・予算計画に従い収支計画を算定した。

・業務経費及び一般管理費に按分した人件費を含めた。

・減価償却費は、国から無償譲与された資産の減価償却費を計上した。

・運営費交付金の収益は費用進行型とした。

・資産見返物品受贈額戻入は、国から無償譲与された資産の減価償却費相当額を

計上した。

３．資金計画

・年度予算計画に従い算定した。

・投資活動による支出は清水校耐震改修工事費である。

② 実績値及び取組み

１．予算

・業務経費及び一般管理費

予算では、一般管理費で算定していた光熱水料、備品更新費、各所修繕費、採暖

、 、燃料費 通信費及び消耗品費を業務経費に按分したことにより業務経費が発生し

一般管理費から業務経費に振替えた。

・施設整備費等補助金

清水校の耐震改修工事費である。

・人件費

非常勤職員の賃金を一般管理費で予算算定していたが、人件費に組替えた。

２．収支計画

・業務経費及び一般管理費

一般管理費予算の光熱水料、備品更新費、各所修繕費、採暖燃料費、通信費及び

消耗品費を業務経費に按分したことにより、業務費が増加した。

・減価償却費は、国から無償譲与された固定資産及び運営費交付金を財源として取

得した固定資産の減価償却費である。

・財務費用は、教材リース支払い利息である。

３．資金計画

・投資活動による支出は、清水校の耐震改修工事などである。

・財務活動による支出は、教材リース債務の返済による。

③ 実績値が目標値に達しない場合、その理由及び次年度以降の見通し

④ その他適切な評価を行う上で参考となり得る情報
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（中期目標 ４「財務内容の改善に関する事項 ）」

同上

（中期計画 ４「短期借入金の限度額 ）」

、 、予見し難い事故等の事由に限り 資金不足となる場合における短期借入の限度額は

３００百万円とする。

（年度計画 ４「短期借入金の限度額 ）」

、 、予見し難い事故等の事由に限り 資金不足となる場合における短期借入の限度額は

３００百万円とする。

① 年度計画における目標値設定の考え方

資金計画による運営費２月分を想定する。

② 実績値及び取組み

短期借入金の実績なし。

③ 実績値が目標値に達しない場合、その理由及び次年度以降の見通し

④ その他適切な評価を行う上で参考となり得る情報
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（中期目標 ４「財務内容の改善に関する事項 ）」

同上

（中期計画 ５「重要な財産の処分等に関する計画 ）」

本科・専修科の再編の一環として沖縄校を廃校とする。

このため、同校の重要な財産の処分を行う。

（財産処分の内容）

沖縄校建物、工作物及び船舶

（年度計画 ５「重要な財産の処分等に関する計画 ）」

本科・専修科の定員の見直しの一環として、平成１６年度末をもって教育業務を停

止した国立沖縄海上技術学校の重要な財産の処分を行う。

（財産の処分）

国立沖縄海上技術学校建物一式

（処分の種類・方法）

売却若しくは解体撤去・廃棄

① 年度計画における目標設定の考え方

本科・専修科の定員の見直しの一環として、平成１６年度末をもって教育業務を停

止した国立沖縄海上技術学校の重要な財産を平成１７年度に処分するものとして設定

した。

② 当該年度における取組み及び中期目標達成に向けた次年度以降の見通し

建物等については、うるま市と売り払い契約を締結し、８月３１日に引き渡した。

（売却価格５２５万円）

練習船については、競争入札により売却した （売却価格１８９万円）。

残余物品については各校に発送し、その他不要物品については処分した。

③ その他適切な評価を行う上で参考となり得る情報
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（中期目標 ４「財務内容の改善に関する事項 ）」

同上

（中期計画 「剰余金の使途 ）６ 」

期間中に生じた剰余金は、計画の達成状況に応じて教育基盤の整備充実のため使用

するものとする。

（年度計画 「剰余金の使途 ）６ 」

（記載なし）

① 年度計画における目標設定の考え方

② 当該年度における取組み及び中期目標達成に向けた次年度以降の見通し

③ その他適切な評価を行う上で参考となり得る情報
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５ その他業務運営に関する重要事項

（ ）中期目標 ５「その他業務運営に関する重要事項」

( ) 施設・設備の整備1
学校の目的の確実な達成のため、必要となる施設・設備に関する整備計画を策定

し、効果的な業務運営を図る。

（中期計画 ７「その他主務省令で定める業務運営に関する事項 ）」

( ) 「施設・整備に関する計画」1
養成目的を効率的に達成するために、期間中総額７．４５億円規模の施設の整備

を図る。

施設・設備の内容 予定額(百万円) 財 源

教育施設整備費 独立行政法人海員学校施設整備費補助金

波方校本館棟他芸予地

震災害復旧工事 ４０

波方校技業棟新営工事 ４０１

清水校耐震改修工事 ２１３

波方校プール新営工事 ９１

（年度計画 ７「その他主務省令で定める業務運営に関する事項 ）」

(1) 施設・設備に関する計画

清水校本館耐震改修工事を実施する。

(2) 教材等の整備計画

所要の教育を効率的に達成するために、年度中総額１０百万円規模の教育機材の

整備を図る。

年度計画における目標設定の考え方①

耐震診断の結果、緊急性の高い清水校本館耐震改修工事について、平成１７年度内

に完成する予定で設定した。

教育機材の整備として、海員学校教育上必要な小型教習艇の整備を行うものとして

設定した。

② 当該年度における取組み及び中期目標達成に向けた次年度以降の見通し

・清水校耐震改修工事について、中部地方整備局と受託工事契約を締結し、１７年度

に本館の工事を実施した。

・教育機材として小型教習艇１隻を整備した。

③ その他適切な評価を行う上で参考となり得る情報
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）（中期目標 ５「その他業務運営に関する重要事項」

(2) 人事に関する計画

業務運営の効率化を図り、人員の適正配置による計画的な人員の抑制を図る。

（中期計画 ７「その他主務省令で定める業務運営 ）」

(2) 人事に関する計画

① 方針

職員の配置に関して、教育管理及び事務管理の変化等に柔軟に対応して機動

的かつ効果的な運用を行いつつ、人員の抑制を図る。

② 人員に係る指標

期末の常勤職員数を期初の９１％とする。

（年度計画 ７「その他主務省令で定める業務運営に関する事項 ）」

人事に関する計画

(a) 方針

職員の配置に関して、教育管理及び事務管理の変化等に対応し、柔軟で効果

的な運用を行う。

(b) 人員に係る指標

年度末の常勤職員数を年度当初の９８％とする。

年度計画における目標値設定の考え方①

中期計画中の常勤職員数を期首１５５名から期末１４１名に抑制を図る。この計画

に従い平成１７年度は３名の人員を抑制し、指標９８％を設定した。

実績値及び取組み②

３名の人員を抑制し、年度末の常勤職員数を年度当初の９８％とした。

実績値が目標に達しない場合、その理由及び次年度以降の見通し③

④ その他適切な評価を行う上で参考となり得る情報

各年度年度末の削減率は、次のとおりである。

年 度 １３ １４ １５ １６ １７

削減率 ９８％ ９８％ ９９％ ９７％ ９８％

（△３名） （△２名） （△２名） （△４名） （△３名）
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第２章 自主改善努力評価のための報告

Ⅰ 平成１７年度の新たな取り組み

１．本科校全学年を対象にした校内実力テストの実施

平成１５年度に館山校及び口之津校で実施した校内実力テストが内部評価委員会で

高い評価を受けたことから、今年度は、全ての本科校で実施するようなった。１年時

の専門科目の学習内容を中心に一般教科における基礎的な問題を加える等、各校独自

に問題内容に工夫を凝らしながら実施しており、生徒及び学校全体の更なる学習意欲

の向上につながっている。

２．生徒募集活動セミナーへの参加

少子化傾向の続く中、船員となる目的意識の高い人材を確保するとともに、現行の

募集・広報活動のあり方を改善・充実させるため、コンサルティング会社が主催する

生徒募集活動セミナーに参加した。

平成１６年度に財団法人船員教育振興協会の主催により開催された「海員学校等の

生徒・学生の募集活動及び広報対策に関する検討会議」の結果を募集活動に反映させ

るとともに、セミナーの研修結果を今後の広報活動における問題点の整理及び課題の

検討、組織体制作りに反映させるために勉強会を発足させた。

Ⅱ 継続して実施している項目

１．内部評価制度

平成１５年改定した内部評価の実施体制に基づき、評価委員会を開催した。

２．スクール・レビューの実施

平成１７年度は、独立行政法人海員学校スクール・レビュー実施規程に基づき、国

立小樽海上技術学校、国立宮古海上技術学校、国立波方海上技術短期大学校について

点検した。

３ 「船員共育２１」の発刊．

今年度は、平成１７年度の活動状況を中心に取りまとめ、さらに今年度は５年間の

中期計画期間最終年度にあたることから、中期計画全般にわたる業務について焦点を

あてたものとなっている

４．補講等の充実により上級海技従事者国家試験に合格

四級海技士国家試験合格率向上のための補講等の充実、強化とともに、放課後等に

上級の海技従事者国家試験受験希望者に対する補講等も積極的に実施した。

５．小型船舶教習所教員の自主養成

昨年度から開始した小型船舶教習所教員の自主養成を今年度も継続して実施した。


